
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

津山商工会議所 （法人番号 3260005006658 ） 

津山市     （地方公共団体コード 332038 ） 

実施期間 
令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

① 事業承継の推進 

② IT活用支援 

③ 小規模製造業への経営支援 

④ まちづくり、観光振興、インバウンド対策を交えた商業者・サービス業者

経営支援 

⑤ I・J・Uターン創業者・就業者の増加、及び外国人材受入れ体制の整備 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

津山地域の現状が明確に情報提供出来るよう、『ビッグデータ等を活用した 

分析結果公表』、並びに『津山地域の小規模事業者景気観測調査』を実施。 

２．経営状況の分析に関すること 

津山商工会議所経営支援メニューの大きな柱として『経営分析』サービスを

提供。 

３．事業計画策定支援に関すること 

『事業計画策定セミナー』を開催し、小規模事業者、経営指導員、外部専門

家３者による事業計画策定を行ない、フォローアップも実施。 

４．需要動向調査に関すること 

津山地域の農産品（葡萄、苺、等果物、生姜、小麦等野菜、つやま和牛等）

を用いた新商品を開発し、中心商店街イベントや市内スーパーマーケットで

試食及びアンケート調査を実施。また、クラウドファンディング・EC サイト

事業（BtoC）による販売支援も実施。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

『津山市地域活性化協議会（仮称）』の開催（年間２回程度）。 

地域経済活性化イベント実施の主体として、中心商店街の賑わい創出事業や

『津山地域物産販売イベント』を企画検討・開催。 

連絡先 

津山商工会議所 経営支援課 

〒708-8516 岡山県津山市山下３０－９ 

TEL:0868-22-3141 FAX:0868-23-5356 E-mail:info@tsuyama-cci.or.jp 

津山市 みらい産業課 

〒708-0004 岡山県津山市山北６６３ 

TEL:0868-24-0740 FAX:0868-24-0881  E-mail：info@tsuyama-biz.jp 

 

tel:0868-22-3141
tel:0868-24-0740
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．目標 

 

（１）津山地域の現状及び課題 

① 現状 

 

津山市は、岡山県北東部に位置し、 

北は鳥取県、南は中部吉備高原に 

接する位置にあり、古来より岡山 

県北地域の中心都市として栄え、 

岡山市、倉敷市に次ぐ岡山県第３ 

の都市である。 

 

 

近くの都市中心部への距離は、南は 

岡山市へ約 60 ㎞、北は鳥取市へ約 

75 ㎞、東は姫路市へ約 90 ㎞、西は 

新見市へ約 75 ㎞で、山陽と山陰の 

ほぼ中間点に立地。 

また、大阪市へは約 160 ㎞、中国自動 

車道を利用して約２時間の位置にある。 

面積は、現在 506.33 ㎢ 。 

 

 

１６０３年（慶長８年）森忠政が美作国の領主となり、津山城と城下町の建設に着手し、県北 

の政治、経済、文化の中心都市として、現在の発展の基礎が築かれた。 

今尚津山城跡・城下町としての町並、優れた歴史的建築物が多く残されている都市構造・自然 

環境から『西の小京都』の一つに数えられている。 

周辺市町村の中心的役割を担う位置関係もあり、美作大学、津山工業高等専門学校が立地。教師・

学生が同規模他都市と比しても多い点、‘知識・学術’の充実といった観点では、中山間地方 

都市としては恵まれた環境にある。 
 

津山市の総人口は、高度経済成長期 

から増加が続いていたが平成 7 年を 

ピークに減少に転じ、平成 27 年には  

102,689 人と、平成 17 年(2005 年)の 

市町村合併時（110,569 人）と比べて 

も 7.1%の減少となっている。  

 

※ 数値参照元  

・昭和 55 年～平成 22 年までの 

「人口」は「国勢調査」から参照。 
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津山商工会議所の管内エリア                             市町村合併前の旧津山市地図 

津山商工会議所エリア地図 ≪（B）≫ 

            市町村合併後の新津山市地図 

津山市地図 ≪（A）≫ 

現在の津山市は、右 

に記載の地図≪A≫ 

青色部分である。 

平成 17 年(2005 年) 

2 月 28 日に、苫田 

郡加茂町・阿波村、 

勝田郡勝北町、久米 

郡久米町の３町１村 

を津山市へ編入し、 

市町村合併している。 

 

津山商工会議所管内 

エリアは右に記載の 

≪地図 B≫白色部分 

で、旧津山市エリアである。 

 

 

津山市の将来人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記グラフは「津山市人口等将来推計」～津山市第５次総合計画策定基礎資料～として、平成２７年

１月に取りまとめられたもの。これによると津山市の総人口は、10 年後（2030 年）には、現時点

（2020 年）対比で 10.8％減少の 87,078 人となる予測値である。特に、生産年齢人口（15～64 歳）

は 11.2％減少、年少人口（14 歳以下）は 30.1％減少が示されている。 
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上記表（上段）は津山市全体（商工会議所エリア外含む）の高齢者人口（65 歳以上）、及び生産年齢

人口（15～64 歳）の全体に占める割合の予測推移を表にしたものである。津山市の高齢化率は現時

点（2020 年）で 31.6％に対し、10 年後（2030 年）には 34.4%、20 年後（2040 年）には 38.3%、

30 年後（2050 年）には 41.1%と、人口減少に伴い高齢化率は益々上昇していくのに反し、生産年齢

人口比率・年少人口比率共に低下していく。 

 

また、上記表（下段）は津山商工会議所エリア内の人口、高齢者人口、生産年齢人口等の推移を表に

したものである。津山商工会議所エリア人口は減少傾向に歯止めが掛からず、平成 22・31 年対比で

4,520 人減少の 84,135 人となっているのに対し、高齢者に関しては同年対比で 3,179 人増加、高齢

化率 28.1％に上昇している。一方で、同年対比の生産年齢人口 5,805 人減少、生産年齢人口比率は

58.3％に減少しており、津山商工会議所管内エリアの経済活性化を積極的に推進しない限り、若年労

働力を中心とした生産年齢人口の大都市への人口流出が一層加速化し、高齢化率は急速に上昇する

可能性がある。 

また、津山商工会議所管内エリア中小企業、小規模事業者の経営者高齢化も進行しており、事業承継

により経営者の若返りを図る必要もある。 

 

 

津山市の人口推移（ 総人口における津山商工会議所管内エリア人口 ） 
※ 1980～2010 年は国勢調査数値、2019 年数値は平成 31 年 1 月 1 日現在のもの【津山市市民課資料による】 

平成 17 年(2005 年)2 月 

市町村合併 

1980 年 

昭和 55 年 

1990 年 

平成 2 年 

2000 年 

平成 12 年 

2010 年 

平成 22 年 

2019 年 

平成 31 年 

津山市の総人口（商工会エリア含む） 106,684 112,386 111,499 106,788 101,467 
商工会議所管内（旧津山市）人口 

カッコ内シェア 
83,136 

(77.9%) 

89,400 

(79.5%) 

90,156 

(80.9%) 

87,774 

(82.2%) 

84,135 

(82.9%) 

 

上記表は津山市総人口推移と商工会議所エリア（旧津山市）人口を表示したもの。 

9 年前の 2010 年（平成 22 年）と現在≪2019 年（平成 31 年）≫を対比して、総人口では 5,321 人

減少、5.0％の人口減少となっているが、津山商工会議所エリアでは 3,639 人減少・4.1％にとどまっ

ている。 



 

４ 

 

津山商工会議所 平成 6 年 

4 月 1 日 

平成 11 年 

4 月 1 日 

平成 16 年 

4 月 1 日 

平成 21 年 

4 月 1 日 

平成 26 年 

4 月 1 日 

平成 31 年 

4 月 1 日 

商工会議所地区内 

商工業者数 

4,911 4,989 4,923 4,195 4,243 3,992 

商工会議所地区内 

小規模事業者数 

4,092 

(83.3%) 

3,868 

(77.5%) 

3,712 

(75.4%) 

3,182 

(75.9%) 

3,054 

(72.0%) 

2,874 

(72.0%) 

商工会議所 

会員事業所数 

2,670 

(54.4%) 

2,962 

(59.4%) 

2,847 

(57.8%) 

2,347 

(55.9%) 

2,352 

(55.4%) 

2,307 

(57.8%) 

※ 事業所・企業統計調査結果、及び経済センサスに基づく数値 【 岡山県より提供 】 

※ 小規模事業者数の数値下カッコ内は商工業者数に対する小規模事業者数シェアを示す。 

※ 会員事業所数の数値下カッコ内は商工業者数に対する会員事業所数シェアを示す。 

 

上記は津山商工会議所管内の商工業者数、小規模事業者数、会員事業所数の推移を表にしたもの。 

商工業者数、小規模事業者数、会員事業所数のいずれも減少傾向が続いているが、津山商工会議所 

地区内の商工業者数における小規模事業者数の割合は前回調査時・直近調査時で同数の 72.0％を 

示しており、近年における津山商工会議所管内商工業者の約 7 割程度が小規模事業者である事が 

わかる。 

 

津山商工会議所管内の製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記表（上段）は津山市の工業統計数値結果を基に、平成 19 年（2007 年）から平成 29 年（2017

年）までの津山市の製造業推移を表したもの。 

 

また、上記表（下段）は、津山商工会議所会員事業所で工業（製造業）部会に所属する事業者の推移

を示したものである。 

工業統計と商工会議所工業部会所属事業所数の差は、下記２点が主な理由である。 

(1) 工業統計調査対象が従業員数４名以上である点。 

(2) 商工会議所工業部会所属が卸売業（再生資源）・サービス業（自動車鈑金・整備）を含む点。 



 

５ 

尚、平成２８年度（２０１６年度）から、津山商工会議所部会再編成を行なっており、部会所属基準

が一部変更となったため、平成２７年度（２０１５年度）までを記載した。 

 

津山市は、木材、繊維、紙製品などの伝統的な地場産業に加え、昭和 50年の中国縦貫自動車道の 

開通を契機に推進した工業団地の造成等によって、製造業の企業集積が進み、工業出荷額が飛躍的に 

増大するなど、内陸型工業都市として発展してきた。 

 しかし近年、製造業においては、経済のグローバル化による空洞化が進み、生産規模の縮小や 

従業員の削減により、地域経済に深刻な影響を及ぼしている。 

 

津山商工会議所管内の製造業状況は、平成 20年の 298事業所から微減し、平成 27年の 294事業所と 

製造業の加入状況は大きな変動はなく、津山商工会議所全体の 12％を製造業者が占めている状況も

ほぼ変動はない。しかしながら内訳を見ると、第 2分科会が最も数値を下げている。これは縫製業、 

印刷業の減少が主な理由といえる。 

縫製業減少に関しては、下請体質を脱却できず、縫製業界全体の動向に対応できなかった業者の 

廃業、また、印刷業減少に関しては、高性能な PC・プリンターの企業・一般家庭への普及、ネット 

印刷利用拡大による需要縮小が原因と思われる。 

 

 ものづくりは、域外から外貨を獲得できる主要な産業と位置付けられており、津山市では誘致企業

の下請けとして集積するステンレス加工業に着目し、つやま新産業創出機構が中心となってクラス

ターを形成し、高い技術力を武器に業績を伸ばしてきた実績がある。 

 今後は、この取組をさらに発展させ、木材・木製品、食品加工など地域資源活用型産業から、産業

用ロボットの研究開発など高付加価値・先端テクノロジーまでバランスのとれた産業の形成を図る

ため、つやま産業支援センターによる総合的な企業支援施策の実施により、持続可能で強固な産業 

基盤の構築を目指しているところであり、津山商工会議所としても積極的な関与・協力により、管内

製造業の総合的支援の普及・拡大に寄与する必要性を痛感している。 

 

津山市の商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記表は津山市の商業統計数値結果を基に、平成 6 年（1994 年）から平成 28 年（2016 年）までの

津山市の商業（卸売業・小売業）推移を表したもの。 
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また、上記表（上段）は津山商工会議所会員事業所で卸商業部会（卸売業）、上記表（下段）は小売

商業部会（小売業）に所属する事業者の推移を示したものである。 

尚、平成２８年度（２０１６年度）から、津山商工会議所部会再編成を行なっており、部会所属基準

が卸・小売商業部会が統合され、『 流通部会 』となったため、平成２７年度（２０１５年度）まで

を記載した。 

 

津山市の卸売業に関しては、平成 11年(1999年)の商店数 370、年間販売額 1,816億 5,800 万円を 

ピークに減少しており、平成 28年(2016年)には商店数 253、従業者数 1,747 人、年間販売額 903億

700万円にまで縮小。年間販売額はピーク時対比半減に至っている。 

小売業に関しては、平成 6年(1994 年)と対比して商店数 38.8％減少、従業者数 9.0%減少、年間販売

額 1.4％減少、売り場面積 22.2％増加と推移しており、商店数減少と比較して、従業者数減少幅が少

ない点、売場面積は増加している点から、小規模事業者が減少し、大型店が進出している事が判る。 

 

津山商工会議所管内の商業状況は、卸売業で平成 20年 214事業所から平成 27年 178事業所と 16.8％

減少しており、取扱業種的には全ての分野で減少傾向を示している。 

また、小売業では平成 20年 541事業所から平成 27年 488事業所と 9.8％減少しており、取扱品目的

には飲食料品、衣料品、電気製品・雑貨、の第１～３分科会が大きく減少している。 

卸売・小売いずれも減少傾向に歯止めが掛かっていないのは、スーパーマーケット、ドラッグストア、

ホームセンター、コンビニエンストア等の大型店・フランチャイズチェーン店の進出が廃業者を増加

させている主な理由である。 

 

商業は、津山市の基幹産業の一つであり、産業別就業人口における卸売・小売業の構成比や、人口 

一人あたりの年間商品販売額、売場面積は、県内都市のなかでも常に上位にランクしている。 

 しかし、車社会の到来、郊外への大型店舗の立地により、中心市街地においては活性化に向けた 

取組が進む一方で、居住人口の減少とともに、商店街には空き店舗が目立つ状況となり、衰退が顕 

著となっている。また、周辺部の地域生活拠点などにおいても、購買力の低下や後継者不足等に 

より、商業機能の維持が困難になるなど日常生活への影響が懸念されている。 
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 また、インターネット通信販売の拡大、大型量販店やコンビニエンスストアの増加、キャッシュ 

レス決済・ポイント還元制度、消費税率 10%への移行、軽減税率制度導入といった小売環境の変化や

消費ニーズの多様化などにより、卸売・小売業を取り巻く環境は、今後ますます厳しい状況となって

おり、津山商工会議所管内商業者に対する経営支援拡充は必須の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記表にもある通り、近年空き店舗が急増している中心市街地に関しても、活力のあるまちづくりを

進めるため、都市機能の集積、再編を図り、集客力を高め、にぎわいを創出する対策が求められて 

おり、中心市街地商店街活性化に関しても中長期的展望に基づき、支援を行なう必要性がある。 
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上記グラフ（上段）『津山市及び周辺市町の小売吸引力の推移』に示されている通り、元来、旧津山

市（商工会議所管内エリア）は周辺の市町村と比較して、小売吸引力が高く、岡山県北地域の商業の

中心地であり、商業が津山市の基幹産業たり得る要因であったが、上記グラフ（下段）『昼夜間人口

の推移』にも示されている通り、平成 7 年以降、全市の昼間人口・夜間人口ともに減少し続け、 

昼夜間人口比率が減少し続けていることから、津山市の吸引力の低下がわかる。 

 

 

津山商工会議所管内の景況 

 
 

上記表は『岡山県の景気観測調査（四半期ごとの調査）』として、岡山県商工会議所連合会が実施 

している景況調査の、津山商工会議所管内サンプル企業回答を抜き出したものである。 

これによると、平成 21 年を底値として、四半期ごとの変動はあり、景気悪化を示すマイナス（▲）

回答は残るものの、マイナス数値自体は大きく減少緩和傾向にあり、平成 29 年までの津山商工会議

所管内景気動向は確実に改善へと向かっていたが、平成 30 年以降は景気悪化を示すマイナス（▲）

数値が再び徐々に増加に転じている。 

※ この調査は、DI(ディフュージョン・インデックス）方式による調査であり、ＤＩは各調査項目に 

ついて判断の状況を示す。ゼロを基準として、プラスの値は景気の上向き傾向（「良い」）の回答

割合が多い事を示し、 マイナスの値は景気の下向き傾向（「悪い」）の回答割合が多い事を示す。 

 ＤＩ＝（増加・好転など「良い」の回答割合）－（減少・悪化など「悪い」の回答割合） 



 

９ 

② 課題 

 

岡山県津山市では、産業振興及び地方創生に携わる職員等を中心に、「地域経済分析システム（RESAS）」

を活用した政策立案ワークショップを平成 30 年 10 月 16 日(火)に開催。 

これは、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進室、経済産業省 中国経

済産業局との共催事業で、地域産業政策の専門家である東京大学大学院総合文化研究科 教授 松原 

宏 氏の協力を得て、津山市の産業振興の方向性について議論したもので、 

①  津山市職員によるリーサス分析結果説明 

②  有識者によるデータ分析と政策課題説明 

③  政策ディスカッション 

以上を経て、津山市における現状分析及び産業振興の方向性について、下記の通り明らかとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESAS 活用状況 

 

津山市では、総人口が 1995年の 113,617人をピークに減少が続いており、2060年には 60,537人と、

現在の 58.2％になるものと推計されている。出生率は全国・岡山県平均よりは高いものの、未婚率 

上昇、子育て世代の転出超過から出生数が減少している事、高校卒業後に就職・進学する年代の転出

超過が顕著である事等から、人口減少は拡大傾向にある。 
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現状分析：津山市の人口動態、求人、所得及び産業における現状と課題 

 

□ 総人口の減少は元より、生産年齢人口、年少人口の減少が大きな課題。 

□ 求職者減、求人増により求人倍率、給与額とも上昇傾向。（特に製造業の求人が増加） 

□ 県南と県北各市では所得、労働生産性に格差がある。 

□ 津山市は、移輸入が移輸出を超過している状態。 

□ 域外から外貨を獲得しているのは主に製造業で、機械器具製造業、金属製品製造業、木材・ 

木製品製造業の域外販売額が特に大きい。 

□ 津山市産業の付加価値額は低いが、第 2 次産業の所得は全国平均に近い。 

□ 製造業の労働生産性、黒字企業の比率は全国平均以上。 

 

 

政策提案（産業振興の方向性） 

◎ 製造業を中心とした地域産業の付加価値創出 

① 地域のリーディング産業の活性化 

産業の集積化（機械器具製造業、金属製品製造業、木材・木製品製造業） 

② 地域企業の高付加価値化 

個別企業支援によるイノベーションの創出、生産性の向上（IT 活用等） 

③ 創業、新事業の促進 

U・I・J ターン創業促進、サテライトオフィス誘致 

④ 産業基盤となる人財の育成 

              人財の高度化、定着 

⑤  上記を実現する組織、連携体、仕組みの構築 

              つやま産業支援センターの設置、運営 

 

 

津山商工会議所管内エリアの課題 

 

前述してきた津山市と津山商工会議所管内エリアの現状、並びに当所経営指導員等が経営改善普及

事業を実施する中で中小企業・小規模事業者からヒアリングした内容、巡回指導・窓口相談上で得た

状況把握等を踏まえて、導き出される津山商工会議所管内エリアの課題は下記（順不同）となる。 

 



 

１２ 

 

□ 管内エリア人口の減少、生産年齢人口、年少人口の減少。                   ≪人口減少≫ 

□ 管内エリアの高齢者人口増加、小規模事業経営者も高齢化傾向にあり、事業承継の遅延。 

≪高齢化率上昇≫ ≪事業承継≫ 

□ 求職者減、求人増により求人倍率、給与額とも上昇傾向（特に製造業の求人が増加）にあるが、 

  特に小規模事業者は人材確保が困難。     ≪雇用人材確保困難≫ ≪外国人材受入れ≫ 

□ IT 化対応事業者が未だ少なく、労働生産性向上・業務合理化が進展していない。 

                                                                        ≪IT化推進≫ 

□ 域外から外貨を獲得しているのは主に製造業であるが、従来の津山商工会議所が実施してきた

経営改善普及事業は小売業、サービス業、建設業に偏った経営支援体制にあり、製造業支援 

割合は低い。 

 □ 廃業、倒産、岡山県南への事業所移転を含む商工業者数、小規模事業者数、会員事業所数の 

減少。 

 □ 景気観測調査における津山商工会議所管内事業経営者の景況悪化判断の増加。 

 □ 中心商店街における空き店舗の増加。                  ≪商業の衰退≫ 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

津山市第５次総合計画の概略 

 

津山市第５次総合計画は、｢基本構想｣「基本計画」及び「実施計画」により構成され、基本構想が、

計画の目標年次におけるまちづくりのビジョンを示すのに対して、基本計画は、示されためざすまち

の姿の実現を図るための基本的な施策を分野別に示したものであり、実施計画の指針となるもので

ある。  

実施計画は、基本的な施策における事業内容を年度別に明示し、毎年度の予算編成の具体的な指針と 

なるもので、基本構想、基本計画が、平成 28年度を初年度とする 10年間の構想・計画であるのに対

して、実施計画は、前期・中期・後期の３期に分けて計画策定を行なうもの。 

前期実施計画は、津山市が抱える様々な課題に対して正面から取り組み、また｢彩りあふれる花開く 

津山の創造」を具現化できるよう、平成 28年度から平成 31年度（令和元年度）までの４年間に実施

を予定する主要事業を取りまとめている。 

 

前期実施計画は、第５次総合計画の基本構想で定める「彩りあふれる花開く 津山の創造 ～市民 

一人ひとりの想いがかなう 夢と希望の花が咲き誇るまち～」の実現に向けて、｢基本計画」におい

て定めた施策を着実に推進するために、 開花プログラム及び開花プログラムの推進方策ごとに、具

体的な事業を年次的に示している。 

 また、本格的な人口減少社会が到来する中、これからの 10 年間は、子や孫の世代に引き継ぐべき

誇りあるまちを創っていく大切な期間と捉え、人口減少克服・地方創生への好循環を生み出すため、

下記の４つを基本目標に据えた『 津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 』を行動計画として、 

策定し、前期実施計画期間中に集中的に取り組んでいる。 

 

① 地域経済を活性化させ、安定した雇用を創出する。   （『しごとの創生』） 

② 誇りと魅力を感じるまちづくりで、津山市への新たな人の流れを創出する。 

（『しごとの創生』『ひとの創生』） 

③ 若い世代を中心として、結婚・出産・子育ての希望がかなうまちを実現する。 

（『ひとの創生』） 

④ これからの時代に対応した持続可能なまちづくりと地域間連携を進める。（『まちの創生』） 

 



 

１３ 

 

この『津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略』の策定には、積極的に RESAS が活用されており、 

戦略策定後は、基本目標の中でも ① 地域経済を活性化させ、安定した雇用を創出する（『しごとの

創生』）を重視し、『津山市成長戦略』の 4つの分野『農林業』『ものづくり』『観光』『再生可能エネ

ルギー』を基軸とした魅力あるしごとづくりに取り組んでいる。 

 

 

以下、『津山市第５次総合計画』の概要、並びに津山商工 

会議所 ≪ 経営発達支援事業 ≫ に関係する産業振興部分 

‘開花プログラムⅢ’（雇用の創出とにぎわいのあるまち 

づくり）の該当箇所を列記。 
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津山商工会議所としての小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

津山市の将来人口推計から考察すると、2020年の総人口 97,655人を基軸とした 10年後（2030年）

には、総人口 87,078 人【▲10.8％】となるが、津山商工会議所管内人口は津山市の総人口における

約 83％程度（2019 年時点）である事から、10 年後（2030 年）の津山商工会議所管内人口は 72,274

人と推計され、高齢化率の上昇、及び生産年齢人口の減少が加速化する事が懸念される。 

 

津山商工会議所管内の人口減少は、圏域市場の縮小をもたらし、投資先としての魅力を低下させ、 

更には人々の集積や交流を通じたイノベーションが生じにくくなり、成長力の低下が想定される。 

加えて、労働力不足を補うために長時間労働が更に深刻化し、ワーク・ライフ・バランスも改善され

ず、少子化が更に進行していくという悪循環が生ずる恐れもある。 

こうした人口急減・超高齢化による経済へのマイナスの負荷が需要面、供給面の両面で作用し、マイ

ナスの相乗効果を発揮し、一旦経済規模の縮小が始まると、「縮小スパイラル」に陥る恐れがあるが、 

この悪影響を最も受けるのは小規模事業者であり、現状を放置すると経営体力のない小規模事業者

は廃業・倒産に至り、経営体力のある小規模事業者は岡山県南他都市への事業所移転を選択し生き残

りを図るといった事業所流出となって現れ、いずれにしても小規模事業者数減少に歯止めが掛から

ない状況に至ると推定される。 

 

津山商工会議所管内エリア小規模事業者の減少・衰退化傾向は長年に渡り進行して現在に至って 

おり、従来実施してきた経営改善普及事業のみでは小規模事業者にとって一時的な対症療法に過ぎ

ず、今後の持続化及び発展には寄与しない事は現状を見ると明らかであるため、小規模事業者の経営 

体質が根幹から強化改善される原因療法的、且つ支援戦略に基づいた有効な経営支援に転換を図る 

必要がある。 

この度、経営発達支援計画を策定するに当たり、津山商工会議所管内エリアの現状と課題を充分に 

踏まえ、当地域が直面する『縮小スパイラルによる地域経済悪循環』を回避すべく、経営革新計画策

定支援、経営計画策定、事業計画作成といった販路拡大・売上増加に資する経営支援策に重点を置い

た支援体制を構築し、管内小規模事業者数の維持、もしくは減少傾向に歯止めを掛ける有効な事業 

展開とする。 

 

 

 

 

 



 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津山商工会議所は、全国 515商工会議所の中でも、マル経融資に関して毎年 100件程度を安定的に 

斡旋する等、有数な実績を誇っており、人口 10 万人規模の商工会議所としては、事業資金融資面で

は管内小規模事業者から信頼され、経営相談を持ち掛けやすい関係にあると自負している。 

しかしながら、上述の通り、事業資金融資実績を誇るだけでは、あくまでも対症療法的、一時的な 

問題解決に過ぎず、小規模事業者の経営悪化、廃業増加といった衰退化傾向に対処不可能である。 

管内小規模事業者が経営相談を持ち掛けやすい当所の強みを活かし、経営支援方針を上図の様に 

転換を図り、従来は商業、サービス業、建設業中心の業種的に偏っていた経営支援を改め、製造業へ

の経営支援割合を徐々に高めていく事で、域外からの外貨獲得が幾らかでも増加し、地域経済循環率

に資する経営支援体制を実現し、人口減少、商工業者数・小規模事業者数減少、市場縮小に歯止めを

掛ける一翼を担う考えである。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

津山商工会議所で従来から経営支援業種として多いのは、小売業、美容業、飲食業、建設業であるが、 

この度の経営発達支援事業として優先的に経営支援を実施すべき業種分野は『食品製造業』『木材・

木製品製造業』『金属製品製造業』の３分野であると考えている。 

 

前述の政策立案ワークショップから得られた分析と課題、並びに RESAS活用による分析、長年に渡り

津山商工会議所管内商工業者に接する中で把握してきた中小企業・小規模事業者の現状に則り、津山

商工会議所管内小規模事業者の経営発達・長期的な振興の観点に基づく経営支援目標は下記の通り

となる。 

     

津山市の工業統計・商業統計、事業所統計等における数値目標 

 

 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

製造業従業者数 6,216 人 6,272人 6,328人 6,384人 6,440人 

製造業出荷額 1,904.6億円 1,923.7億円 1,942.8億円 1,961.9億円 1,981.0億円 

IJUターン決定者数 49人／年間 56人／年間 63人／年間 70 人／年間 77人／年間 

年間観光客入込数 218.4 万人 224.8万人 231.2万人 237.6 万人 244.0万人 

※ 上記数値は平成 26年度現状値・平成 37年度目標値から換算した平均増加数を加算したもの。 
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津山商工会議所経営発達支援事業目標 

 

① 事業承継の推進 

② IT活用支援 

③ 小規模製造業への経営支援 

④ まちづくり、観光振興、インバウンド対策を交えた商業者・サービス業者経営支援 

⑤ I・J・Uターン創業者・就業者の増加、及び外国人材受入れ体制の整備 

 

 

 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

事業承継支援数 30件 36件 42件 48件 54件 

IT活用支援数 30件 36件 42件 48件 54件 

小規模製造業支援数 18件 18件 24件 24件 30件 

その他業種支援数 102件 102件 96件 96件 90件 

創業支援数 30件 30件 36件 36件 42件 

※ 上記数値は法定経営指導員 1名、経営指導員 5名の合計 6名体制で経営支援する目標値。 

 

（４） 経営発達支援事業の方針 

 

① 高齢化が進展する津山市であるが、経営者の高齢化も著しい状況にある。小規模事業者の経営

持続化実現には、経営者の若返りが必要不可欠な要素であるため、親族間承継、従業員承継、 

小規模 M&A等の進展を図る。                     【事業承継の推進】 

 

② 津山地域においても、中小企業では IT化が或る程度導入されているが、小規模事業者の IT化

は他都市と比較しても低い状況にある。対顧客のキャッシュレス対応、対取引企業の受発注業

務迅速化、雇用難等にも対応した事務作業軽減といった小規模経営の生産性向上を実現するた

めには、IT化推進は喫緊の課題であり、IT化支援の強化を図る。      【IT活用支援】 

 

③ 津山地域に域外から外貨を獲得している産業は製造業であり、今後も製造業が主要産業の座を

占め続けるものと考えられる。つやま産業支援センターとの連携を一層強化し、経営革新計画

策定支援、各種補助事業申請支援等の製造業支援を強化する事で、津山市の主要産業競争力を

高める。                        【小規模製造業への経営支援】 

 

④ 商業、特に小売業に関しては、大型店への顧客流出、また近年ではインターネット通信販売に

一方的に攻められ続けている。小売業者に対しては、津山市を訪れる観光客といった新規顧客

獲得を視野に入れた、顧客ターゲット層を明確にした経営計画作成支援・販路拡大支援を図る。 

【まちづくり、観光振興、インバウンド対策を交えた商業者経営支援】 

 

⑤ 津山市の人口減少・人口流出傾向に幾らかでも歯止めを掛けられるよう、移住支援・定住促進

施策と連動した創業支援・雇用企業の発掘を図る。 

         【I・J・Uターン創業者・就業者の増加、及び外国人材受入れ体制の整備】 

 

 

上記①～⑤の目標・方針を掲げ、法定経営指導員 1名、及び津山商工会議所経営指導員５名を中心に

取組みを実施する。 



 

１７ 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間  （令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、岡山県商工会議所連合会『景気観測調査（４半期毎実施）』への調査協力のみ

が現時点の経済動向調査関連事業であり、管内経済動向を独自に考察する事も無く、数値結果に基づ

く管内動向把握もしていないのが現状であり、支援機関として調査機能は脆弱であった。 

【課題】 

調査機能が脆弱なままでは、管内小規模事業者からの問合せにも充分に応えられず、支援機関として

現状認識が不充分なまま経営支援を実施する事にもつながる。 

また、国のビッグデータを活用した高度で専門的な分析に対するニーズも近年では高くなっている。 

そのため、津山商工会議所として津山地域の現状が明確に情報提供出来るよう、『ビッグデータ等を 

活用した分析結果公表』、並びに『津山地域の小規模事業者景気観測調査』を実施する。 

 

（２） 事業内容 

(ア) 『RESAS（地域経済分析システム）』等の活用 

RESAS、商業統計、工業統計、経済センサス等のビッグデータや統計数値を基に、法定経営

指導員・経営指導員が地域経済動向に関する分析を行ない、津山地域における各種産業の実

相を明らかにし、年１回公表する。 

【分析手法】 ・『地域経済循環マップ・生産分析』  ⇒ 何で稼いでいるか等を分析 

       ・『まちづくりマップ・From-to 分析』 ⇒ 人の動き等を分析 

       ・『産業構造マップ』         ⇒ 産業の現状等を分析 

             ⇒ 上記の数値・分析結果を総合的に考察・分析し、事業計画策定支援等 

に反映する。 

 

(イ) 管内景気動向等に関して、岡山県商工会議所連合会が実施する『岡山県下景気観測調査』に 

津山商工会議所独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等について、年４回 

四半期毎に調査・分析を行なう。 

【調査対象】管内小規模事業者約 100 社 

（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から 20 社ずつに依頼） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用状況、等 

【調査方法】調査票をメール送信・返信回収、及び当所経営支援アプリ回答フォーム入力 

【分析手法】法定経営指導員、経営指導員が外部専門家と連携し、分析を行なう。 

 

（３） 成果の活用 

(ア) 情報収集・調査、分析した結果は津山商工会議所 WEB サイト並びに津山商工会議所経営 

支援アプリに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

(イ) 経営指導員等が巡回指導、窓口相談、管内事業者の各種補助計画作成支援等に際しての参考 

資料とする。 

 



 

１８ 

（４） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① ビッグデータ公表回数 － １回 １回 １回 １回 １回 

② 管内小規模景気観測調査 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、事業資金融資（マル経融資制度）、青色申告記帳指導、決算・申告指導、

補助金申請業務等により、小規模事業者個別の申込を受け、各種経営指導を行なう機会は豊富に

あるものの、従来までは個々の事業所の経営分析までは実施できていなかった。 
【課題】 

津山商工会議所管内小規模事業者は自社の経営状況を理解しないままに経営している事例が少なか

らずある。従来は経営者自身が自社の経営状況を把握・理解しないままでも経営は行なえていたが、 

人口減少・市場縮小傾向にある津山市において、今後そのような経営者は持続不可能である。 

そのため、津山商工会議所においても経営支援体制を一新し、支援メニューの大きな柱として『経営

分析』を実施する。高度・専門的な知識が不足している部分は、外部専門家等と連携し、指導を得た

上で『経営分析』サービスを提供する。 

 

（２） 事業内容 

① 経営分析を行なう事業者は基本的には、『巡回相談』『窓口相談』を通じて、『マル経』 

『決算・申告』申込企業を中心に、経営指導員１名当たり年間２０件を目安に実施。 

 

② 経営分析の内容 

【分析対象】津山商工会議所経営指導員５名×各２０件選定＝年間１００件 

【分析項目】『財務分析（定量分析）』と『SWOT 分析（定性分析）』の双方を実施する。 

      《財務分析》  売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率、等 

      《SWOT 分析》 強み、弱み、機会、脅威、等 

【分析手法】経済産業省『ローカルベンチマーク』、 

中小企業基盤整備機構『経営計画つくるくん』等の各種ソフトを活用し、経営 

指導員等が入力及び入力方法を指導。分析結果を事業者へ分かりやすく説明。 

 

（３） 成果の活用 

① 分析結果は、経営分析申込事業者に分かりやすく説明し、今後の事業計画策定等に活用

する。 

② 分析結果は、津山商工会議所内でデータベース化し、経営指導員間で分析結果を内部 

共有。経営指導員等のスキルアップ、管内小規模事業者地域経済動向調査等の分析結果

とも照合等活用を図る。 

 

（４） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 分析事業者募集巡回 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

② 分析件数（経営指導員 5 名） － 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

③ 分析件数（法定経営指導員 1 名） －  20 件  20 件  20 件  20 件  20 件 

 

 



 

１９ 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、補助金申請に関する補助事業計画策定支援は従来から対応しているが、 

管内小規模事業者の経営計画の目標を達成するための一要素である、事業部門（商品）別の売上

を見据えた実行計画の策定支援は実施できていなかった。 
【課題】 

津山商工会議所の管内中小企業者においても事業計画策定の意義を理解する事業所は少数ではない

かと考えられるが、小規模事業者に至っては更に少数となるであろうと推察される。そのため、事業

計画策定の意義や重要性を理解していただく事から始めなければならないと考える。事業計画策定

セミナーの開催は不可欠であるが、充分にセミナー内容を工夫して開催する必要性がある。 

 

（２） 支援に対する考え方 

津山商工会議所の管内小規模事業者は大半が事業計画策定に関しての関心が薄いと考えられるが、

ものづくり補助金申請希望者や経営革新計画策定希望事業者は毎年度少数ではあるが存在する。 

このため、２．で経営分析を行なった事業者の１０％（年間）の事業計画策定を目標値とする。 

 

（３） 事業内容 

① 経営分析を行なった事業者を対象とした『事業計画策定セミナー』を開催。 

【募集方法】開催チラシ・申込書をメール配信、並びに津山商工会議所 WEB サイト掲載。 

【開催回数】『事業計画策定セミナー』年 1 回。 

【受講者数】１０名 

【講義内容】事業計画策定メリット、身近な成功事例、等 

         

② 事業計画の策定 

【支援対象】 経営分析を行なった事業者を対象とする。 

【手段･手法】『事業計画策定セミナー』受講者に対し、経営指導員等が担当者として受持ち、 

       外部専門家も交えて、事業計画策定を３者で行なう。 

 

（４） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 事業計画策定セミナー － 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 

④ 事業計画策定件数 － 18 件 18 件 24 件 24 件 30 件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、補助金申請に関する補助事業計画策定支援は従来から対応しているが、 

管内小規模事業者の経営計画の目標を達成するための一要素である、事業部門（商品）別の売上

を見据えた実行計画の策定支援は実施できていない。 

また、補助金事業申請支援後の実施支援に関しては、実績報告作成支援が大半を占めているのが 

現状であり、フォローアップ支援体制は充分に確立できていない。 
【課題】 

津山商工会議所が管内小規模事業者に対して、伴走型経営支援を本格的に実施するためには、フォロ

ーアップ体制の確立は不可欠な要素である。そのため、現行のフォローアップ体制に改善を加え、 



 

２０ 

均等均質なフォローアップ支援が行なえる体制を整備する。 

 

（２） 事業内容 

フォローアップ対象は全ての事業計画策定事業者が対象であるが、事業計画の進捗状況や事業所状

況等により、巡回訪問回数が必要不可欠で、重点的・集中支援を要する事業者と、事業計画実施の 

要領が或る程度理解できており、巡回訪問回数が少数で良い事業者に大別される。 

事業者と商工会議所の効率性等も勘案し、具体的には下記の通り、R2~3 年度の当初 2 年間は 5 社が

毎月 1 回、5 社が四半期に 1 回、R4~5 年度の 2 年間は 10 社が毎月 1 回、5 社が四半期に 1 回、R6

年度は 10 社が毎月 1 回、10 社が四半期に 1 回と、フォローアップ頻度を設定する。 

但し、事業者からの申し出がある場合には、随時臨機応変に対応する。 

また、進捗状況等が遅延気味であり、事業計画と進捗状況にズレが生じている際には、担当経営指導

員、法定経営指導員の判断により、外部専門家等の第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因

及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を実施する。 

 

（３） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

フォローアップ対象事業者数 － 10 社 10 社 15 社 15 社 20 社 

フォローアップ回数（月 1 回）  5 社 5 社 10 社 10 社 10 社 

フォローアップ回数（年 4 回）  5 社 5 社 5 社 5 社 10 社 

頻度（延べ回数） － 80 回 80 回 140 回 140 回 160 回 

売上増加事業者数 － 5 社 5 社 7 社 7 社 10 社 

利益率 10％以上増加事業者数 － 5 社 5 社 7 社 7 社 10 社 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、複数の異業種交流団体の事務局を務めていた関係で、過去その異業種交流団体

が補助金を活用して新製品開発を手掛けた際に『需要動向調査』を実施した事はあるが、近年では異

業種交流団体自体の活動が低迷しており、『需要動向調査』をここ 10 年程度は実施していない。 
【課題】 

津山商工会議所が管内小規模事業者に対して、事業計画策定支援等を行なうに当たり、調査項目、 

分析内容等を精査し、需要動向調査を実施可能な体制を整備する。 

その際、津山市の現状考察から、外貨獲得面での主要産業である『製造業（金属加工、木製品、食品）』、

城下町であるために店舗が多く、観光振興とも関係の深い『和洋菓子製造小売業』等の中から需要動

向調査が優先的に実施できれば、２．地域の経済動向調査、３．経営状況の分析、４．事業計画策定

支援とも関連性の深い効率性の高い実施内容になるものと思われる。 

 

 

（２） 事業内容 

(ア) 令和 2 年度から事業実施が本格化する『津山地域商社』の取扱品目とも成り得る津山地域の

農産品（葡萄、苺、等果物）を用いた新商品を開発するため、管内飲食店・和洋菓子製造小

売店 5 社程度の協力を得て、新たなスイーツを開発。具体的には中心商店街イベントや市内

スーパーマーケットで試食及びアンケート調査を実施し、調査結果を分析した上で協力店 5

社へフィードバックする事で、新商品開発のレベル向上・実際の商品化に資するものとす

る。また、本調査の分析結果を事業計画に反映する。 

【サンプル数】   来場者 100 名程度 



 

２１ 

【調査手段・手法】 中心商店街イベント来場者、地元スーパーマーケット来店者に開発中の

スイーツを店頭試食してもらい、経営指導員等が聞き取りを行ないなが

らアンケート調査票に記入する。 

【分析手段・手法】 調査結果は、販路開拓・マーケティングコンサルタント等の外部専門家 

          の指導を得ながら、経営指導員等が分析を行なう。 

【調査項目】    ①味、②甘さ、③色、④大きさ、⑤形状（見た目）、⑥価格、⑦パッケ 

ージ、他 

【調査結果の活用】 分析結果は、経営指導員等が協力店（管内飲食店・和洋菓子製造小売店） 

          に直接説明を行ない、意見交換・課題洗い出しを経て、更なる改良に 

取り組む。 

 

（イ）鳥取県・岡山県合同のアンテナショップ‘とっとり・おかやま新橋館’や関西大都市

で実施される『フェア』、地元金融機関が主催・共催・後援する『ビジネス商談会』

等に参加出展し、来場する一般客・バイヤーに対する試食、アンケート調査を実施。 

【サンプル数】   来場者 100 名程度 

【調査手段・手法】 中心商店街イベント来場者、地元スーパーマーケット来店者に開発中の

スイーツを店頭試食してもらい、経営指導員等が聞き取りを行ないなが

らアンケート調査票に記入する。 

【分析手段・手法】 調査結果は、販路開拓・マーケティングコンサルタント等の外部専門家 

          の指導を得ながら、経営指導員等が分析を行なう。 

【調査項目】    ①味、②甘さ、③色、④大きさ、⑤形状（見た目）、⑥価格、⑦パッケ 

ージ、⑧取引条件、他 

【調査結果の活用】 分析結果は、経営指導員等が協力店（管内飲食店・和洋菓子製造小売店） 

          に直接説明を行ない、意見交換・課題洗い出しを経て、更なる改良に 

取り組む。 

 

（３） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 調査対象事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

② 調査対象事業者数 － 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では長らく物産展等の小規模事業者向け販売促進イベントに未着手であったが、

平成 26年度は（公財）岡山県産業振興財団、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会、

岡山県商工会議所連合会の岡山県下 4 支援団体で実行委員会を組織した『イオンおかやまフェ

ア』に参画。第 1回目がイオンモール津山店にて開催された関係上、準備・当日実施には深く関

与しており、物産展等の販路拡大イベントが消費者の反応を直接感じる機会である点、及び新た

な顧客を発掘するツールとしての重要性・必要性を充分認識しているところである。イオン岡山

フェア＠イオン津山平成２６年１１月１日（土）～４日（火）の計４日間を開催日程としてイオ

ン津山店１Ｆ催事場で開催。平成２５年度岡山県美作県民局で実施した物産展を大幅に超える

販売客数（レジ通過客数７０２名）と売上（484,872円）となり、急遽の取組でありながら大成

功であった。しかしながら、これ以降の展示即売会・商談会出展事業は実施していない。 

 



 

２２ 

【課題】 

津山商工会議所では、平成 26 年度『イオンおかやまフェア』に参画以降、展示即売会等の取組を

行なっていないため、ノウハウも蓄積されておらず、管内小規模事業者へ経営支援できる体制に

無い。そのため、本事業取組に関しては経営指導員等による展示会・商談会等の視察といった 

基礎段階から始めるべきであると考える。 

つやま産業支援センター、その他の行政機関・支援機関が出店する各種展示会・商談会に経営指

導員等が参加し、得られた参考資料を基に取組を検討していく。 

また、クラウドファンディング活用や、EC（electronic commerce）サイト活用による新規需要

開拓は専門家・経験者からの指導を得ながら、経営指導員を中心に研究し、早期実施に努めたい。 

 

（２） 事業内容 

① 新商品展示会・商談会出展事業（BtoB） 

岡山県、（公財）岡山県産業振興財団、地元金融機関の実施する展示会・商談会を視察

し、出店検討を重ね、下記の展示商談会・販路拡大商談会等への出店を行なう。 

 

『トマトアグリフードフェア』 

日 時 ： ２０１９年７月３０日（火）１０：００～１７：００ 

場 所 ： 岡山コンベンションセンター （岡山市北区駅元町 14 番 1 号） 

対 象 ： アグリビジネスに関する新商品を有する販路開拓に意欲的な県内中小企業 

者等（食品全般、飲料、農業関連、その他食に関連するもの） 

        

  〇 展示商談会（ブース出展）（有料）（開催時間）１０：３０～１７：００ 

     物販が可能な展示商談会で、アグリビジネスに関し新商品・新サービス等を有す 

る中小企業の商品やパネルを展示。 

   小間数：６０小間（※１社につき１小間。応募多数の場合は事務局により選考。） 

   出店料：２０，０００円/１ブース（税込） 

       電気工事希望の場合 別途２，０００円（税込・電源容量３００W まで） 

       ※３００W を超える場合は別途追加料金。 

   

〇 販路開拓商談会（無料）（開催時間）１３：００～１７：００ 

   セラーがバイヤーへ直接売り込む予約制の個別商談会（食品事業者のみ）。 

     募集セラー ：１１０社程度（バイヤーの希望商材を持ち、具体的な商談ができる 

中小企業等） 

   参加バイヤー： ５０社程度（県内外の食に関する小売・流通業者及び輸出業者 

等を予定。） 

          百貨店、スーパーマーケット、ホームセンター、通信販売、生活 

協同組合、ドラッグストア・セレクトショップ・専門店、コンビ 

ニエンスストア、道の駅・サービスエリア、卸・食品商社、 

          ホテル・旅館・飲食店、輸出・卸商社、その他 

              参加料 ： 無料 

 

② クラウドファンディング・EC サイト事業（BtoC） 

津山商工会議所管内は林業が盛んな土地であり、木工品・木製品の製造に従事する事業

者が多い。そのため、木工品・木製品に関して、クラウドファンディング手法活用 

及びインターネット通信販売等を用いた新規需要開拓事業を手掛けたいと考える。 
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（３） 目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 展示会出展事業者数 － 視察 

研究 

10 社 10 社 10 社 10 社 

① 成約件数／社 － 2 件 2 件 4 件 4 件 

② クラウドファンディング 

EC サイト活用 

－ 実施 

研究 

4 社 6 社 8 社 10 社 

② 売上額／社 － 15 万円 15 万円 20 万円 20 万円 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山地域の経済状況に関しては、商業統計・経済センサスから考察すると、小売事業者数・小売

従業者数は減少傾向を示しているのに対し、年間商品販売額・売場面積は増加傾向を示してお

り、大型店の進出により、小規模小売事業者が圧迫されている事がわかる。 

これは津山市内大型店への来店客集中と、中心市街地商店街の空き店舗増加でも明らかである。 
【課題】 

大型店の攻勢を受けるだけに止まらず、消費税増税・軽減税率導入、キャッシュレス化への対応

といった各種の事務複雑化、経営負担増加、収益低下に耐え切れず、経営者高齢化・後継者不在

の小規模小売事業者が廃業を選択している実状にあり、営業収入・所得を失った廃業者増加は 

人口減少も加わり、更なる津山地域の市場縮小をもたらす事になると思われる。 

このような状況を改善するため、津山商工会議所経営発達支援事業においても地域経済活性化

に資する取組を行なう事は重要不可欠である。 
 

（２） 事業内容 

① 『津山市地域活性化協議会（仮称）』の開催（年間２回程度） 

 津山市の観光産業の活性化、稼げる小売店舗の復活、小規模事業創業者の経営持続化  

 等、津山市の経済活性化を協議するため、津山市役所、（公財）津山市観光協会、 

 津山信用金庫等の関係者が一堂に参画する標記協議会（仮称）を定期的に年間２回 

程度開催する。 

津山商工会議所は、標記協議会の事務局を担当すると共に、地域経済活性化イベント 

実施の主体となる。 

 

② 中心商店街の賑わい創出事業 

 津山市の観光名物は３月下旬から４月上旬に掛けて津山城で咲き誇る桜である。この 

       時期は観光シーズンのピークでもあり、毎年１０万人以上の観光客が津山市を訪れ 

       ている。 

老朽化した津山国際ホテル撤退に伴い、平成３１年２月２７日に新たに立地移転 

OPEN となった観光ホテル『ザ・シロヤマテラス津山別邸』により、従来津山市を 

訪れる事が無かったような層の観光客が増加している。 

また、旧津山国際ホテル建物解体により生まれる跡地活用策『スペース』を用いた 

新たな賑わい創出事業『津山地域物産販売イベント』を企画検討し、開催する予定で 

ある。 



 

２４ 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、つやま産業支援センターの連携支援機関スキームの下、地元金融機関と 

作州津山商工会及び津山商工会議所の経営指導員で合同研修会に参加しており、その中で経営

支援ノウハウ等の情報交換を行なっている。 
【課題】 

以前は、独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部の地域支援ネットコーディネーター： 

松村 教司 氏の仲介により、鳥取銀行津山市内３支店と津山商工会議所経営指導員との個別 

意見交換会を実施する試みもあったが、支援ノウハウの情報交換までには至っていない。 

近隣の各支援機関はいずれも業務多忙であり、相互に有効で効率的な情報交換会開催は難しい

現状と認識する。 

 

（２） 事業内容 

① 津山市内金融機関と商工会・商工会議所合同研修会への出席（年１回） 

つやま産業支援センターの連携支援機関スキームの下に開催されるものであるが、 

金融機関の中でも地元密着度の高い津山信用金庫との経営支援ノウハウ情報交換が 

      最も有効と考えられるため、本事業を手掛りに津山信用金庫との関係性を構築したい。 

 

② 岡山県商工会議所連合会広域経営支援センター県北エリア定期連絡会の開催（年４回） 

津山商工会議所は岡山県連広域経営支援センター県北エリアの幹事商工会議所であり、 

新見・高梁・津山商工会議所で四半期に１回定期連絡会を開催している。 

岡山県北３商工会議所の経営指導員が経営支援ノウハウを情報交換する場として、今後

も積極開催に努める。 

 

③ つやま産業支援センター、及び同センターに連携協力する各支援機関へ講師派遣を

依頼し、『事業承継』『販路拡大』『補助金活用』『異業種参入』等の個別支援 

テーマ成功事例を抽出し、勉強会を開催。支援担当者の実体験に触れる事で、支援 

手法を学び、支援能力向上・支援手法の継承を図る。       【年２回程度】 
 

 

１０．経営指導員の資質向上に等に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では、マル経融資制度や記帳指導業務に関する指導・教育体制は整っているが、

その他の経営指導員等の資質向上等に関する指導・教育体制は確立されているとは言えず、個々

が管内小規模事業者と接する中で、自ら培っていく現場主義を採ってきた。 
【課題】 

経営支援内容も高度化・専門化しており、従来からの津山商工会議所が採用してきた現場主義で

は、管内小規模事業者のニーズに対応できなくなってきている。そのため、経営支援能力向上を

図るための取組に着手する。 
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（２）事業内容 

    ①外部講習会等の積極的活用 

     経営指導員及び一般職員の支援能力の向上を図るため、中小企業庁主催の『経営指導員 

研修』、及び日本商工会議所主催の『経営支援能力向上セミナー』等に対し、計画的に 

経営指導員を派遣する。 

津山商工会議所では、岡山県経営支援課、岡山県商工会議所連合会より、経営革新計画 

策定件数等の増加と、それに伴う経営指導員自体の支援能力向上が指摘されているため、 

中小企業大学校広島校が実施する『事業計画策定セミナー』等への参加を検討する。 

 

③ OJT 制度の導入 

     支援経験豊富なベテラン経営指導員と新人経営指導員及び一般職員がチームを組み、 

巡回指導・窓口相談の機会を活用した OJT を実施する。これにより、津山商工会議所 

全体の支援能力向上を図る。 

 

    ③職員間の定期ミーティングの開催 

     『資質向上研修会（ミーティング）』を月１回・年間１２回程度開催し、経営指導員研修 

会等へ出席した経営指導員が経営指導員在職年数に関わらず、講師・説明役を務め、参加 

して得られた研修会の内容・最新の経営支援情報・ノウハウ等を職員全体へ伝える事で、 

全職員の支援能力・資質向上を図る。 

 

    ④データベース化 

     担当経営指導員等がローカルベンチマークや BIZ ミル等の基幹システム上のデータ入力 

     を速やかに行ない、現在支援中及び過去に支援終了した小規模事業者の状況等を津山 

商工会議所の経営支援担当職に限定しない職員全員が相互共有できる体制を整備する。 

これにより、担当外の職員であっても、一定レベル以上の対応が可能となり、全職員の 

資質向上が実現するものと思われる。 

 

 

１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

津山商工会議所では平成２７年度経営発達支援計画策定時に事業評価及び見直しを行なう体制

を構築したが、具体的な実施に至っていない。 
【課題】 

今回は前回の反省点・改善点を踏まえた上で、事業評価及び見直しを図る仕組みを再構築し、 

経営発達支援事業実施に関する評価・検証体制を整備する。 

 

（２）事業内容 

   〇津山商工会議所常議員会と併設して、津山市みらい産業課長、法定経営指導員、外部有識者 

として中小企業診断士、弁護士等をメンバーとする『協議会』を半期毎に開催し、経営発達 

支援事業の進捗状況、妥当性、成果の検討等について評価を行なう。この『協議会』で必要 

と判断する際は、事業計画実施体制の見直し等の軌道修正を行なう。 

 

   〇この『協議会』において得られた評価結果は、常議員会に報告した上で、事業実施方針等に 

反映させると共に、津山商工会議所 WEB サイト、津山商工会議所経営支援アプリ及び所報 

へ掲載（年２回）する事を通じて公表するものとし、津山商工会議所管内小規模事業者が常 

に閲覧可能な状態とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和元年１０月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

  (1) ■ 氏 名 ： 大田 信介 

    ■ 連絡先 ： 津山商工会議所 TEL:０８６８－２２－３１４１ 

 

  (2) ■ 氏 名 ： 土井 紀佳 

    ■ 連絡先 ： 津山商工会議所 TEL:０８６８－２２－３１４１ 

 

    (3) ■ 氏 名 ： 西山 浩邦 

    ■ 連絡先 ： 津山商工会議所 TEL:０８６８－２２－３１４１ 

 

 

 

tel:０８６８－２２－３１４１
tel:０８６８－２２－３１４１
tel:０８６８－２２－３１４１
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②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   

  経営発達支援事業の実施、実施に関わる指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の 

評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行なう。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 

②関係市町村 

 〒７０８－０００４ 

 岡山県津山市山北６６３ 

 津山市 産業経済部 みらい産業課 

 つやま産業支援センター 

TEL：０８６８－２４－０７４０ ／ FAX：０８６８－２４－０８８１ 

 E-mail info@tsuyama-biz.jp 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 3,350 4，850 4,050 4,050 4,050 

 

〇専門家派遣費 

〇旅費 

〇協議会運営費 

〇セミナー開催費 

〇チラシ作成費 

〇WEBサイト製作費 

〇ソフトウェア、サービス

導入費 

〇展示会等実施出店費 

 

 

1,000 

200 

150 

500 

500 

0 

1,000 

 

0 

1,000 

200 

150 

500 

500 

1,000 

1,000 

 

500 

1,000 

200 

150 

500 

500 

200 

1,000 

 

500 

1,000 

200 

150 

500 

500 

200 

1,000 

 

500 

1,000 

200 

150 

500 

500 

200 

1,000 

 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、津山市補助金、岡山県補助金、等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して 

経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


